
 

   非常勤の職員の報酬及び費用弁償に関する条例 

平成27年２月20日条例第36号 

（目的及び適用範囲） 

第１条 この条例は、地方自治法（昭和22年法律第67号）第203条の２第２項及

び第４項の規定に基づき、非常勤の職員で次に掲げるもの（以下「職員」と

いう。）の受ける報酬及び費用弁償に関し必要な事項を定めることを目的と

する。 

(1) 監査委員 

(2) 公平委員会委員  

(3) 懲戒審査委員会委員 

(4) 前各号に掲げる者以外の特別職に属する者 

（報酬） 

第２条 前条第１号から第３号に掲げる職員の報酬の額は、別表のとおりとす

る。 

２ 前条第４号に掲げる職員の報酬の額は、時間を単位とする額（以下「時間

額」という。）にあっては１時間当たり10,700円、日額にあっては260,000円、

月額にあっては1,300,000円を超えない範囲内において、職務の内容並びにそ

の複雑、困難及び責任の度に基づき、常勤の職員の給与との権衡を考慮して

組合規則で定める。 

（報酬の支給方法） 

第３条 月額による報酬は、新たに職員となった者には、その日からこれを支

給し、職の異動によりその額に異動を生じた者には、その日から新たな額を

支給する。 

２ 月額による報酬を受ける者が離職し、又は死亡したときは、その日までの

報酬を支給する。ただし、特別の事情があると管理者が認める場合は、その

月分の報酬を全額支給する。 

３ 月額による報酬を受ける職員が任期満了その他の事由により離職した場合



 

において、離職した月に再任されたときは、報酬の支給については、引き続

き在職するものとみなす。 

４ 第１項又は第２項本文の規定により報酬を支給する場合の報酬の額は、そ

の月の現日数から勤務を要しない日（所定の勤務日でない日をいう。）の日

数を差し引いた日数を基礎として日割りにより計算する。ただし、特に必要

があると管理者が認める職員については、その月の現日数を基礎とするもの

とする。 

５ 日額又は時間額による報酬は、職員の勤務日数又は勤務時間数に応じて支

給する。 

６ 日額による報酬を受ける職員が公務のため旅行した場合において、その間

に勤務すべき日があるときは、報酬の支給については、その日に勤務したも

のとみなす。 

第４条 月額による報酬は、その月分を組合規則で定める日に支給する。ただ

し、毎月支給することが不適当であると管理者が認める場合は、この限りで

ない。 

２ 日額又は時間額による報酬は、管理者の定める方法により支給する。 

第５条 職員が離職した月に他の職員となった場合でも、その月分の報酬を重

複して支給しない。一般職に属する者その他組合から給料を受ける者が離職

した月に職員となった場合においても、同様とする。 

（報酬の減額） 

第６条 第１条第４号に掲げる職員（管理者が定める職員を除く。）の報酬に

ついては、職員の給与に関する条例（平成27年条例第29号）の適用を受ける

者の例により、減額することができる。 

（費用弁償） 

第７条 職員が公務のため旅行したときは、その費用弁償として、職員の旅費

に関する条例（平成27年条例第34号）の定めるところにより旅費を支給する。 

２ 前項に規定するもののほか、職員が職務を行うために要した経費は、その



 

実費を弁償することができる。 

（施行の細目） 

第８条 この条例の施行に関し必要な事項は、組合規則で定める。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

別表（第２条関係） 

区分 報酬 

監査委員   

識見を有する者のうちから選任された

者 

 

日額 42,100円 

組合議会議員のうちから選任された者 日額 11,700円 

公平委員会   

委員長 日額 42,100円 

委員 日額 35,100円 

懲戒審査委員会委員 日額 24,500円 

 


